
議案第 27号

橋本市立学校適正規模・適正配置検討委員会条例について

橋本市立学校適正規模 。適正配置検討委員会条例について、別紙のとおり定

めたいので、議会の議決を求める。

令和 5年 2月 27日 提出

橋本市長  平木
― 哲朗

-93-



橋本 市立 学校適 正規模・適 正配置検討 委員会条例

(設 置 )

第 1条  橋本 市 立小学校及 び 中学校 (以 下 「学校 」 とい う。 )に お ける

児童 生徒数 の推移 を踏 ま え、将来 の学校 の適 正規模 `適 正配 置 につ

いて 、幅広 い見地か ら検討す るた め、橋本市 立学校適 正規模 ・適 正

配置検討 委員会 (以 下 「検討 委員会」 とい う。 )を 設置す る。

(所 掌事務 )

第 2条  検討 委員会 は、橋本 市教 育委員会 (以 下「教育委員会」とい う。)

の諮 問 に応 じ、次 に掲 げ る事項 を調査審議 し、答 申す るもの とす る。

(1)学 校 の適 正規模 に関す る こ と。

(2)学 校 の適正配置 に関す るこ と。

(3)前 2号 に係 る具体的方策 に関す るこ と。

(組織 )

第 3条  検討 萎員会 は、委員 25名 以内 を もつて組織す る。

2 委員 は、次 に掲 げ る者 の うちか ら教育委員会 が委嘱 し、又 は任 命す

る。

(1)学 識 経 験 のある者

(2)教 育 関係 者

(3)地 域住 民 を代表す る者

(4)保 護 者 を代表す る者

(5)学 校 関係者

(6)そ の他教 育萎員会が必要 と認 め る者

(任期 )

第 4条  委員 の任期 は、委嘱又 は任命 の 日か ら第 2条 の規 定 に よる答

申を終 え る 日まで とす る。

2 委員 が欠 けた場合 は、補欠 の委員 を置 くこ とがで きる。

(委 員長及 び副委員長 )

第 5条  検討 委 員会 に委員長及 び副委員長 を置 き、それ ぞれ委員 の互

選 に よ り選 出す る。

2 委員長 は、検討委員会 を代表 し、会務 を総括す る。

3 副委員長 は、委員長 を補佐 し、委員長 に事故 が ある ときは、そ の職

務 を代理す る。

(会 議 )

第 6条  検討 委 員会 の会議 (以 下 「会議 」 とい う。 )は 、委員長 が招集

し、委員長 が議長 とな る。
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2 会議 は、委員 の過 半数 が出席 しなけれ ば開 くこ とがで きない。

3 会議 の議事 は、出席 した委員 の過 半数 で決 し、可否 同数 の ときは、

議長 の決す る ところに よる。

(会 議 の公 開 )

第 7条  会議 は公 開 とす る。 ただ し、委員長 が必要 と認 め る ときは、

委員 の過 半数 の同意 に よ り、会議 を非 公開 とす るこ とが で き る。

(意 見聴 取等 )

第 8条  委員長 は、必要 が ある と認 め る ときは、委員以外 の者 に会議

へ の出席 を求 め、意 見若 しくは説 明 を聴 き、又 は必要 な資料 の提 出

を求 めるこ とがで き る。

(秘 密保持 )

第 9条 委員及 び前条 の規 定に よ り会議 に出席 した者 は、職 務 上知 る

こ とがで きた秘密 を編 らしてはな らない。 そ の職 を退 いた後 も同様

とす る。

(萎 任 )              、

第 10条  この条例 に定 めるもののほか 、検討委員会 に関 し必 要 な事項

は、教育委員 会 が別 に定 める。

附 則

この条例 は、令 和 5年 4月 1日 か ら施 行す る。
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